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福島県立医科大学託児所（すぎのこ園）の御案内 
■  施 設 概  要 

  施設の名称     福島県立医科大学託児所 すぎのこ園 

（認可外保育施設）  

  施設の所在地     福島市光が丘１０  

  設置者     公立大学法人福島県立医科大学  

  設置者代表   理事長 鈴木 弘行  

  入所定員      ９０人            

 

 室名 保育室 (遊戯室) 調理室 トイレ その他 合 計 屋外遊技場  

室 数 7(1)室 １室 6室 － 14室 1箇所 

面 積 354.09㎡ 30.0㎡ 50.53㎡ 234.03㎡ 668.65㎡ 1,864㎡ 

         建物の構造         鉄筋コンクリート（既存部）・木造（増築部）１階建て 

         建物の形態         専用建物 

 

■  保育サービスの概要 

 

 

 ・開 所  日・・・・・月曜日～土曜日（祝祭日、年末年始を除く。） 

 ・保育時間・・・・・午前７時１５分～午後６時３０分 

 （延長託児：午後６時３０分～午後８時） 

 ・対 象  児・・・・・０歳児～就学前児（０歳児は、生後８週間を経過した乳幼児） 

 

 

 

 ・夜間保育実施日・・毎週月曜日から金曜日のうち利用申込みのあった３日間  

 ・保育時間・・・・・午後５時３０分～翌日の午前７時１５分 

 （延長託児：午後３時３０分から繰上預入、午前１０時３０分まで繰下お迎え）  

 ・利用定員・・・・・９人（うち０歳児は３人まで） 

 ・対 象  児・・・・・０歳～利用日の属する年度の前日において９歳未満までの乳幼児  

及び児童（０歳児は、生後８週間を経過した乳幼児） 

 

 

 

就学前の乳幼児を、平日の日中、自宅で養育している配偶者や父母などの親近者等が、  

急病やけが、冠婚葬祭出席等の理由で一時的に保育できなくなる場合に一時保育を行い  

ます。  

・一時保育実施日・・月曜日～土曜日（祝祭日、年末年始を除く。） 

・利用時間・・・・・午前７時３０分～午後６時００分 

（正午を挟んで午前半日又は午後半日の利用が可能） 

・利用定員・・・・・通常保育児数と合わせ施設の定員以内で受入可能な人数。 

・対 象  児・・・・・０歳児～就学前児（０歳児は、生後８週間を経過した乳幼児） 

・利用日数の制限・・緊急の場合に使用することから、一月あたり原則として一乳幼児  

         ５回までとします。 

 

 

■  利 用 対  象 者 

 

 

・法人に勤務する職員（研修医、准職員及び非常勤職員等を含む。）及び福島県立医科  

大学に在籍する学生（博士研究員を含む。）  

  

 

 

(2) 夜間保育 

(3) 一時保育 

御利用できる方 

(1) 通常保育 
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すぎのこ園を御利用されていない方でも、予め利用者登録をしていただくことにより夜間保育を御 

利用いただけます。 

・すぎのこ園（通常保育）利用者 

・法人に勤務する職員（研修医、准職員及び非常勤職員等を含む。）及び福島県立医科  

大学に在籍する学生（博士研究員を含む。）で予め利用者登録を受けた者。 

 

 

 

 

・法人に勤務する職員（研修医、准職員及び非常勤職員等を含む。）及び福島県立医科  

大学に在籍する学生（博士研究員を含む。）で予め利用者登録を受けた者。 

・上記の者で、就学前の乳幼児を平日の日中、自宅で配偶者又は父母などの親近者等が養育している 

者。 

 

 

■ 利 用 料 金 

 

 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

５７，０００円 ３５，６００円 ２９，５００円 

※同一世帯から２人以上の児童が入所する場合は、最も保育料金の低額な児童が基準額、 

次に低額な児童が保育料金の１／２の額（１００円未満切り捨て）、その他の児童は無料 

となります。 

なお、給食費を別途徴収します。  

 ＜延長託児料＞  

月単位利用：一人につき月額２，５００円  

日単位利用：一人につき日額   ３００円  

 

 

 

１人につき１回  ２，０００円。なお、給食費を別途徴収します。  

 ＜延長託児料＞  

  午後３時３０分から午後４時前までの間に預入の場合      ４００円  

  午後４時から午後５時３０分前までの間に預入の場合      ３００円  

  午前７時１５分を超え午前８時３０分までの間にお迎えの場合    無  料  

  午前８時３０分を超え午前１０時までの間にお迎えの場合    ３００円  

  午前１０時を超え午前１０時３０分までの間にお迎えの場合   ４００円  

 

 

 

年齢区分  

利用時間 
３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

１  日 

(7:30～18:00) 
２，９００円 １，８００円 １，５００円 

午前半日 

(7:30～ 正午) 
１，８００円 １，１００円   ９００円 

午後半日 

(正午～18:00) 
１，８００円 １，１００円   ９００円 

 ※利用時間が午前半日と午後半日にまたがる場合は１日分の保育料金となります。 

  なお、給食費を別途徴収します。 

夜間保育を利用できる方 

一時保育を利用できる方 

(1) 通常保育料金（月額） 

(2) 夜間保育料金 

(3) 一時保育料金 
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■ 申込方法 

 

 

詳細は下記ＵＲＬをご確認ください。 

（ＵＲＬ：https://www.fmu.ac.jp/about/welfare/takujisyo/） 

 

 

 

 

  すぎのこ園入所者以外の方が夜間保育を利用する場合は、事前に利用登録申請が必要になります。 

利用開始前に、すぎのこ園のスタッフが面談を行いますので、利用登録申請は、利用予定日の７日 

前までにお願いします。 

  利用登録後、夜間保育を利用する日の属する月の前月の１日（その日が休日のときは、その日以降 

で直近の休日でない日）以降から利用希望日の７日前までに利用申込みを受付けます。 

  利用申込みは、すぎのこ園に受付当日の午前９時以降、ファックスにてお申し込みください。 

 （すぎのこ園ファックス番号：０２４－５４７－２７７３） 

 

 

 

 

  一時保育を利用する場合は、事前に利用登録申請が必要となります。 

  すぎのこ園のスタッフが面談を行いますので、利用登録申請は、利用予定日の７日前までにお願い 

します。この事前登録をしていただかないと、養育している方が急病にかかった時などに、お子様を 

すぐお預かりできませんので、御了承ください。 

  利用登録後、利用を希望する日の前日午後３時までに、電話又は口頭により直接託児所にお申し込 

みいただきます。ただし、託児所での当日の受入状況によっては、お預かりできない場合があります。 

 

 

 

 

  申 込 先・・・事務局総務課福利厚生係まで申し込み願います。  

なお、申込用紙はウェブページやデスクネッツからダウンロード  

できます。また、当係でもお配りしています。  

（ＵＲＬ： https://www.fmu.ac.jp/about/welfare/takujisyo/）  

 

 

 

■ そ の 他・・・託児所のパンフレットを用意しています。御希望の方は事務局総務課  

福利厚生係あてにお気軽に申し出てください。  

            

 

お問い合わせ先  

【利用申し込みや利用料、見学などに関すること】  

総務課福利厚生係     電話  024-547-1011  内線 2007 

【託児内容、給食に関すること】  

託児所  すぎのこ園     電話  024-547-1700  内線 3810 

(1) 通常保育のお申し込み 

(2) 夜間保育の利用登録、お申し込み 

(3) 一時保育の利用登録、お申し込み 

https://www.fmu.ac.jp/about/welfare/takujisyo/
https://www.fmu.ac.jp/about/welfare/takujisyo/

